
四日市市消防本部告示第２号 

四日市市老朽化施設整備事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。  

 令和２年３月３１日  

四日市市消防長  坂倉  啓史   

 

四日市市老朽化施設整備事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱  

四日市市老朽化施設整備事業補助金交付要綱（平成１８年四日市市消防本部告

示第１号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

２  この要綱は、令和５年３月３１日  

限り、その効力を失う。 

２  この要綱は、平成３２年３月３１日

限り、その効力を失う。 

  

 附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

（消防本部消防救急課） 


